












今回の受賞で特筆すべき点

国連が佐賀県発の「県民協働」の取組を評価
地域主権が標榜されるなか、両制度ともに、行政から情報開示し，

現場視線で議論し、協働で解決していく、佐賀県発の新しい取組が国際的に評価された。

特に協働化テストでは行政とCSOとの協働による県民と一体になった取組が評価を受けた。

佐賀県が日本初受賞、 しかもダブル受賞
日本初受賞は、国でなく地方自治体（佐賀県）。しかも創造性の求められる２部門でダブ

ル受賞。国際的に高い評価を受けた。



積極的な業務情報の開示によって、

民間(CSO、企業、大学)と広く対話を重ね、

県民満足度が高まるよう、公共サービスの担い手の多様化を

図っていくプロセス

協働化テストとは



原則非開示 原則開示

協働化テスト導入前後の情報開示



＜工程＜工程11＞＞
業務内容の自己点検業務内容の自己点検

＜工程＜工程22＞＞
業務内容の公表業務内容の公表

＜工程＜工程33＞＞
県民の皆様への説明会県民の皆様への説明会

県の全業務を
対象として

＜工程＜工程44＞＞
提案書の受付提案書の受付

＜工程５＞＜工程５＞
業務内容の協議業務内容の協議

＜工程７＞＜工程７＞
契約・品質管理契約・品質管理

＜工程８＞＜工程８＞
評価評価（事業実施後）（事業実施後）

＜工程６＞＜工程６＞
提案書への回答提案書への回答

＜工程＜工程11＞＞
業務内容の自己点検業務内容の自己点検

＜工程＜工程22＞＞
業務内容の公表業務内容の公表

＜工程＜工程33＞＞
県民の皆様への説明会県民の皆様への説明会

県の全業務を
対象として

＜工程＜工程44＞＞
提案書の受付提案書の受付

＜工程５＞＜工程５＞
業務内容の協議業務内容の協議

＜工程７＞＜工程７＞
契約・品質管理契約・品質管理

＜工程８＞＜工程８＞
評価評価（事業実施後）（事業実施後）

＜工程６＞＜工程６＞
提案書への回答提案書への回答

協働化テストのプロセス



１‥徹底した情報公開

ほとんど全ての事務事業（約2,000）を公開

２‥行政と民間の深い相互理解の姿勢

意見交換会等を通じて、県と県民で徹底的に議論し、民間提
案そのものを一緒に作り上げていく

３‥実現させる強固な意思

県民の提案を原則Ｙｅｓで判断

協働化テスト（何が評価されたのか）

３つの変革（ＣＨＡＮＧＥ）で県と県民の新しい協働の取組を創出した：



サービス提供の担い手変更に伴う高い県民満足度を実現
(2008年調査)
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提案採択率の推移



CSOによる「さが元気ひろば」の運営

＜2007.10～＞【政策監G】

県庁新行政棟１F「さが元気ひろば」

（県民総合相談・情報提供窓口）

委託による成果 来場者 1.5倍

相談件数 1.8倍

－元気ひろば運営等の委託－



イノベーション"さが"プロジェクト

～ 行政課題解決のための「共同研究」事業～



＜工程1＞
行政課題の庁内募集

＜工程1＞
行政課題の庁内募集

＜工程2＞
研究課題の選定

＜工程2＞
研究課題の選定

＜工程3＞
共同研究者の公募

＜工程3＞
共同研究者の公募

＜工程５＞
共同研究契約の締結

＜工程５＞
共同研究契約の締結

＜工程８＞
研究成果の活用

＜工程８＞
研究成果の活用

県民サービスの向上
経費の削減

＜工程4＞
審査委員会による審査

＜工程4＞
審査委員会による審査

＜工程６＞
共同研究の実施

＜工程６＞
共同研究の実施

＜工程７＞
実績報告
知的財産取扱の協議

＜工程７＞
実績報告
知的財産取扱の協議

課題の解決

事業の流れ



1. 地域課題への新たな解決策の創出

2. 新しい地域ビジネスの創出

3. 行政事務の効率化につながるニュー・ワーク

スタイルの創出

公共サービスにおいて３つの創造（CREATION）を実現した：

イノベーション"さが"プロジェクト
（何が評価されたのか）



• 県内外の企業延べ38社から応募があり、うち21社と共同研究を

• 参加企業が研究にかけた資源

・・・合計2億円以上（2007-08年実施分）

• 主な企業：

‒ マイクロソフト、アクセンチュア、ヒューレットパッカード、

サムスン、日本ユニシス、富士通、JTB、パスコ

‒ 佐賀電算センター、佐賀デジタルネットワーク 等

多くの企業と共同研究



• 国連総会決議に基づき、国連経済社会理事会（安全保障理事会、国際司法

裁判所等と並ぶ６つの主要機関のひとつ）が2003年に創設した、優秀な公共

サービスに対する最も権威ある国際表彰

• 例年、国連事務総長が、6月23日(国連公共サービスデー)に、国連本部で表

彰

• 表彰の模様は、国連ホームページを通して全世界にウエブキャスト

国連公共サービス賞とは



3. 6月23日を国連公共
サービスデーと定め、
メンバー国がこの日
に特別イベントを開
催し公共サービスの
意義を広報すること
を推奨する。



受賞対象部門は、

1. 行政の透明性，アカウンタビリティーと即応性の改善

2. サービス提供方法の改善

3. 革新的メカニズムによる政策決定過程への参加の促進

4. 政府における知識管理の推進

受賞対象者は，

各部門で成果を上げた新たな施策，制度、仕組みを考案、実践して
いる団体（中央政府、地方政府、大学など）。世界の５地域（アフリカ，
アジア・太平洋，ヨーロッパ・北米，南米・カリビアン、西アジア）毎
に選出（表彰を受けない地域もある） 。



4次審査まであり、最終選考は，国連経済社会理事会の下部組織である

行政専門家委員会(事務総長指名による世界を代表する２４名の専門家

からなる)が行い、事務総長が承認する。

選考過程は、




